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総合本科と速修本科によって講義の進度は異なります。
お申込みされているコースの進行表を確認していただき、講義に臨んでください。

総 合 本 科 生

講義内容 〈講義範囲〉基本テキスト

労災① P.2     　　〜　P.35 　 　　

労災② P.38 　  　〜　P.73 4 の前

労災③ P.73 4  　〜　P.101

労災④ P.102 　　〜　P.134

労災⑤ P.136 　  〜　最後　

速 修 本 科 生

講義内容 〈講義範囲〉基本テキスト

労災① P.2     　　〜　P.50

労災② P.52   　　〜　P.83 6 の前

労災③ P.83 6  　〜　P.122 

労災④ P.124 　　〜　最後   　 　　
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【学習の進め方】
基本テキストは、基礎力養成を目的に編まれているが、初学者から受験経験者まで
幅広く対応できるよう合格に必要な知識を段階的に記載した内容となっている。きち
んと学習を進めることにより、着実に合格する力を身につけることができる。

学習項目（問題提起）
各章ごとに設けられた章扉の「学習内容」でこれから学ぶ内容のアウトラインを記
しているので、こちらを読んでから本論に入ってほしい。

解説（理解）
まず、本文や「Point」などの基礎部分や核となる部分を理解しながら学習を進め
ること。重要な部分は太字で記してある。そして基礎部分から一歩踏み込んだ「Step-
Up」などに触れることにより、実力が段階的に引き上げられる構成となっている。
本文以外の位置づけ及び説明については下記を参照のこと。

・
	

→
　　本文に記載のある事項のうち、本試験問題で正誤の論点と
なっていた箇所等、押さえておくべき重要ポイントを指摘

・ 	 →　　用語の説明
・ 	 →　　理解を促すためのアドバイスを記載
・	 →　　本文の基本事項の次にマスターしてほしい事項
・	 →　　　　　　　まで押さえた後に、余力があれば押さえておき

たい事項
・ 改 	 →　　2023年 4月15日から 9月 7日までに改正があった箇所

で、2024年 4月までに施行が決まっている主な改正点（毎
年変更が予定されている金額等は除く。）

・ R4-1Ａ 	 →　　令和 4年度択一式問題問 1−Ａ
・ R4 	 →　　令和 4年度選択式問題
・ R4-労5Ｂ 	 →　　令和 4年度択一式問題労一問 5−Ｂ

参 考

科目 労基 安衛 労災 雇用 徴収 労一 健保 国年 厚年 社一

略称 基 安 災 雇 徴 労 健 国 厚 社
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【学習の手引き】

過去10年の本試験分析
★選択式出題実績

★択一式出題ランキング

出題年度 出　題　項　目

H26年 障害補償年金差額一時金、遺族補償年金前払一時金、事業主からの費用徴収（法31条 1
項 1 号、法附則58条、法附則60条、平成17. 9. 22基発0922001号他）

H27年 特別加入、第三者行為災害（法35条 1 項 5 号、則46条の18、最三小平成元. 4. 11他）

H28年 療養補償給付たる療養の費用の支給、相対的給付制限､ 脳血管疾患及び虚血性心疾患等
の認定基準(法13条 3 項、法12条の 2 の 2 、平成13. 12. 12基発1063号)

H29年 不服申立て、時効（法38条 1 項、 2 項、法42条、労審法 8 条 1 項）
H30年 特別加入（法33条〜法35条、則46条の16、則46条の17他）
R元年 保険給付の種類、事業主からの費用徴収（法 7 条 1 項、法31条 1 項 1 号他）
R 2 年 通勤の定義（法 7 条 2 項、則 7 条 1 号）

R 3 年 複数事業労働者の定義、事務の所轄、年金の支給停止、遺族補償年金の遺族の範囲（法
9 条 2 項、法16条の2,1項他）

R 4 年 障害補償給付の併合繰上げ・加重、特別加入（則14条 3項、5項、最二小平成24. 2. 24他）
Ｒ 5 年 休業補償給付、社会復帰促進等事業（法14条 1 項、法29条 1 項）

出題数（ranking） 主な項目 出題数

第 1 章 17（7 位）
労災保険の適用事業と適用除外（P.5、P.6） 7
適用労働者（P.8～P.10） 9

第 2 章 111（1 位）
業務災害の認定（P.14〜P.23） 64
通勤及び通勤災害の認定（P.27〜P.34） 27

第 3 章 6 （9 位） 給付基礎日額（P.38～P.43） 6

第 4 章 82（2 位）

療養（補償）等給付（P.57〜P.60） 17
休業（補償）等給付（P.60〜P.67） 5
傷病（補償）等年金（P.67〜P.70） 9
障害（補償）等給付（P.71〜P.80） 21
介護（補償）等給付（P.80〜P.83） 3
遺族（補償）等給付（P.83〜P.94） 18
二次健康診断等給付（P.102〜P.105） 5

第 5 章 41（3 位）
死亡の推定（P.115、P.116） 4
支給制限及び一時差止め（P.117～P.119） 11
費用徴収（P.119～P.121） 14

第 6 章 10（8 位） 第三者の行為による事故（第三者行為災害）（P.127〜P.130） 3
第 7 章 37（4 位） 特別支給金の支給（P.138〜P.145） 16
第 8 章 20（6 位） 特別加入者の区分と範囲（P.150〜P.156） 17
第 9 章 23（5 位） 雑則等（P.167〜P.171） 18
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1．選択式出題傾向
選択式問題については、令和 5年は、休業補償給付、社会復帰促進等事業、令和 4
年は、障害補償給付の併合繰上げ・加重、特別加入、令和 3年は、複数事業労働者の
定義、事務の所轄、年金の支給停止、遺族補償年金の遺族の範囲に関する問題、令和
2年は通勤の定義、令和元年は保険給付の種類等、事業主からの費用徴収に関する問
題であり、いずれも平易な問題である。ここ10年を振り返ると、平成27年に最高裁
判所の判例に関する問題が出題されているが、それ以外は知識の有無を問う問題であ
り、難しい問題はない（令和 4年に最高裁判所の判例からの出題はあったものの内容
は平易であった。）。ただし、年によっては、省令や通達から細かい事項が問われてお
り、得点しづらい問題も見受けられる。
出題項目をみると、特別加入、事業主からの費用徴収、第三者行為災害が複数年で
出題されているが、他の項目（給付基礎日額、業務災害の認定、保険給付、給付制
限、不服申立て、時効等）からの出題も多く、幅広い学習が必要といえる。

2．択一式出題傾向
択一式問題については、令和 5年は、問 1と問 3が通達、問 7が事例形式の省令か
らの出題、令和 4年は、問 4～問 6が事例問題、問 1が通達から、問 2が省令の細か
い箇所からの出題であり、以前に比べて得点しづらい内容が続いた。ここ10年を振り
返ると、条文ベースの知識で得点できる簡単な問題と通達等の細かい知識が問われる
問題が混在しており、問題ごとに得点しやすさが大きく異なる傾向にある。ただし、
一見細かい知識が問われているようであっても、学習の積み重ねによって解答が推測
できる問題も多い。事例問題では、業務災害等の認定についての基本的な考え方をテ
キストで押さえた上で、過去に出題された問題等の具体的な事例を通じて、その考え
方が具体的にどのように反映されているのか、見ておくとよいであろう。また、通達
の問題についても、たとえその内容を知らなくとも正答は推測できるものも多い。普
段からテキスト等の記載事項を考えて読む習慣をつけ、判断力を養うことが重要であ
ろう。
基礎的な知識を問う平易な問題では、ここ数年の特徴として、 1つの項目を大問で
問うことが多い。これらの平易な問題で確実に得点するためにも、基礎的な知識を幅
広く身に付けておく必要がある。
出題項目をみると、業務災害が突出して多いほかは、比較的まんべんなく出題され
ている。まずは、テキストを通じて制度の趣旨・仕組みを理解しよう。
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第1章
目的等及び適用

出題傾向
　目的等については、本試験において直接出題されることは少な
いが、応用問題に対処するためにも、労基法との対応関係を踏ま
えつつその趣旨を捉えておきたい。

過去10年間の出題状況（全347問）

4.9％（17問）

学習内容

　労災保険法は、労働基準法の災害補償をベースに制定された法律です。したが
って、労働者を 1人でも使用する事業は労災保険法の適用事業となりますし、
労働者の概念も基本的には労働基準法と同義です。
　この章では、適用事業とその例外（適用除外）、暫定的に適用が任意とされて
いる事業（暫定任意適用事業）の範囲、適用労働者の範囲等について学習します。

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R 2 R 3 R 4 R 5 合計
5 /35 1 /35 5 /35 5 /35 1 /35 0 /33 0 /35 0 /35 0 /34 0 /35 17/347

※法改正により成立しなくなった問題がある場合は、当該問題を除いた出題数としている。
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1　労災保険の目的等
労働災害が発生した場合には、労働基準法に規定されているように、使用
者に無過失

4 4 4

の災害補償義務が生ずる。中小企業等においては、大きな労働災
害等により労働者が不幸にも命を落とすことになれば、補償額は高額とな
り、その履行は容易ではない。
そこで、労働基準法と時を同じくして労災保険法が施行された（昭和22
年 9月 1日）。労災保険では、事業主が保険料を負担することにより、労働
者に対して保険給付等を行い、労働基準法に定める災害補償を確実なものと
して労働者の保護を図り、あわせて、事業主の負担の軽減を図っている。

　労災保険法は、その後幾多の改正を経て充実が図られてきた。昭和40年の改正
では、給付の大幅年金化、特別加入制度の導入が行われ、昭和48年の改正で通勤
災害保護制度が発足した。また、昭和51年に傷病補償年金及び傷病年金、平成 7
年に介護補償給付及び介護給付、平成12年に二次健康診断等給付、令和 2 年に複
数業務要因災害に関する保険給付がそれぞれ創設され、労働基準法の災害補償の
水準を超えるものに至っている。

1　目的等
⑴　目的
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない 2以
上の事業に使用される労働者（以下「複数事業労働者」という。）の 2
以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾
病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険
給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の 2以上の事
業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった
労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安
全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること
を目的とする。」� （法1条）

労働者災害補償保険は、上記の目的を達成するため、業務上の事由、
複数事業労働者の 2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤によ
る労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社
会復帰促進等事業を行うことができる。� （法2条の2）

参 考
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＜第 1章 目的等及び適用＞

前記のように、労災保険は、主たる事業として保険給付を行い、これ
に附帯する事業として社会復帰促進等事業を行っている。保険給付に
は、業務上の事由、複数事業労働者の 2以上の事業の業務を要因とす
る事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡（「業務災害」
「複数業務要因災害」又は「通勤災害」という。）に関する保険給付と二
次健康診断等給付がある。

⑵　業務災害と複数業務要因災害
保険給付は前述のように 4種類に大別されるが、その対象となる事
由のうち、混同しやすい「業務災害」「複数業務要因災害」についてそ
の概要を確認しておくこととする（詳細は後述する。）。
①　業務災害
業務災害とは「労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害、死
亡」をいい、業務と傷病等との間に一定の因果関係が認められるもの
をいう。
これは労働基準法上の災害補償の事由と同一であり、この災害補償
を政府が保険給付の形式で行うものが業務災害に関する保険給付であ
る。つまり、使用者が労働基準法上の災害補償義務を負うものが業務
災害である。
②　複数業務要因災害
複数業務要因災害とは「複数事業労働者の 2以上の事業の業務を
要因とする負傷、疾病、障害又は死亡」をいい、個々の事業場の業務
と傷病等との間には因果関係が認められないものの、 2以上の事業
場の業務を総合して評価することにより傷病等との間に因果関係が認
められるものをいう。
複数業務要因災害については、個々の事業場の業務と傷病等との間
には因果関係がないことから、いずれの事業場の使用者も労働基準法
上の災害補償義務を負わない。

労災保険 

保険給付 

社会復帰促進等事業 

業務災害に関する保険給付 
複数業務要因災害に関する保険給付 
通勤災害に関する保険給付 
二次健康診断等給付 

主たる事業

附帯事業
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2　管掌等
⑴　管掌
「労災保険は、政府が、これを管掌する。」� （法2条）

⑵　事務の所轄
①�　労災保険に関する事務（労働者災害補償保険等関係事務）は、厚生
労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局長（所轄都道府県労働局長※ 1）が行う。� （則1条2項）

②�　労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付（二次健康診断等
給付を除く。）並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及
び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関
する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地
を管轄する労働基準監督署長（所轄労働基準監督署長※ 2）が行う。

� （則1条3項）

※ 1 ‌�　複数業務要因災害に関する労働者災害補償保険等関係事務については、複
数事業労働者の 2 以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計
を維持する程度が最も高いもの（「生計維持事業」という。）の主たる事務所
の所在地を管轄する都道府県労働局長を「所轄都道府県労働局長」とする。

� R3

※ 2 ‌�　複数業務要因災害に関する労働者災害補償保険等関係事務については、生
計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を「所轄労
働基準監督署長」とする。

指揮監督

指揮監督

厚生労働省労働基準局長

所轄都道府県労働局長 ※ 1

・保険給付のうち二次健康診断等給付に関する事務等

所轄労働基準監督署長 ※ 2

・保険給付（二次健康診断等給付を除く。）に関する事務等
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＜第 1章 目的等及び適用＞

〈事務の委嘱〉
　複数業務要因災害に関する労働者災害補償保険等関係事務を行う生計維持事業
の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、
次のⓐ～ⓒに定めるところにより、これらの事務の全部又は一部を他の都道府県
労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。� （則2条の2）

ⓐ‌�　生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる
事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所
の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所
の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。

ⓑ‌�　上記ⓐによる委嘱を受けた所轄都道府県労働局長の事務のうち、前記⑵②
の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監
督署長が行う。

ⓒ‌�　生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる
事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事
務所の所轄労働基準監督署長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事
務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。

3　費用の負担
労災保険の保険料は、事業主が全額負担する。� （法30条、徴収法31条）

また、「国庫は、予算の範囲内において、労災保険事業に要する費用の
一部を補助することができる。」とされている。� （法32条）

2　労災保険の適用事業と適用除外

1　適用事業の原則
「労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」

� （法3条1項）

したがって、労働者を 1人でも使用する事業は、労災保険の適用事業
とされる。

参 考

適用事業
事業　　暫定任意適用事業

適用除外
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2　適用除外
「前記1にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業（労働基準法別
表第 1に掲げる事業を除く。）については、労災保険法は、適用しない。」
� （法3条2項）

次の事業には、労災保険と同様あるいはそれ以上の保護を内容とする他
の法律（国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法）が適用される
ため、労災保険法は、適用されない。
⑴　国の直営事業 �
現在該当する事業はない。

⑵　非現業の官公署
国家公務員又は地方公務員の事務部門の役所を指す。

・�上記⑴⑵のほか、行政執行法人＊（造幣局・国立印刷局等）の職員についても、国家
公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。なお、行政執行法人以
外の独立行政法人の職員については、労災保険法が適用される。
・�労働基準法は、労災保険法と異なり、行政執行法人の職員及び行政執行法人以外の
独立行政法人の職員の双方に適用される。
・�地方公務員については、次の表のように、現業部門の非常勤職員（一定の者を除
く。）にのみ労災保険法が適用される。

� ＊行政執行法人については労働基準法基本テキスト P.14  　　 を参照

3　暫定任意適用事業

1　暫定任意適用事業の範囲� （（44）法附則12条）

農林の事業、畜産、養蚕又は水産（農林水産）の事業のうち一定範囲の
事業は、当分の間、労災保険の適用を任意としている。これを「暫定任意
適用事業」という。
⑴�　農林水産の事業（次の⑵に掲げる事業を除く。）であって、使用労働
者数が常時 5人未満のものが、暫定任意適用事業とされる。
� （整備政令17条）

地方公務員 現業部門 非現業部門
常勤職員 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償法

非常勤職員 
（一定の者を除く。） 労災保険法 地方公務員災害補償法 

に基づく条例
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＜第 1章 目的等及び適用＞

⑵�　農林水産の事業のうち、次の①〜⑤に掲げる事業については、暫定任
意適用事業から除かれている（強制適用事業である。）。
①　都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業
②　法人である事業主の事業
③�　船員法 1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業
④�　業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める次
の事業
　ⓐ�　林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は 1年以内

の期間において使用労働者延人員が300人以上のもの
　ⓑ�　総トン数 5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業〔河
川、湖沼又は特定水面（東京湾等）において主として操業する事業
を除く。〕

　ⓒ�　特定の危険又は有害な作業（毒劇薬の取扱いの作業等）を主とし
て行う事業であって、常時労働者を使用するもの（ⓐ及びⓑに該当
するものを除く。）

� （平成12.12.25労告120号）

⑤�　農業（畜産及び養蚕の事業を含む。）の事業であって、事業主が特
別加入＊したもの

� ＊特別加入制度については第 8 章で学習する

暫定任意適用事業とされるものをまとめてみよう！

暫定任意適用事業
事業 労働者数 その他

農　業
（畜産・養蚕

業を含む）
個
人
経
営

常時 5人未満 事業主が特別加入していない

林　業 常時使用しない 年間使用労働者数延300人未満

水産業 常時 5人未満
次のいずれかの漁船
①‌�総トン数 5トン未満の漁船
②‌�河川、湖沼又は特定水面にお

いて主として操業する漁船
※�農業、水産業については、特定の危険又は有害な作業を主として行

う事業であって、常時労働者を使用するものを除く。
※�水産業については、船員法 1 条に規定する船員を使用して行う船舶

所有者の事業を除く。
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2　暫定任意適用事業の保険関係の成立
労災保険の暫定任意適用事業の事業主が、労災保険の加入の申請をし、
厚生労働大臣の認可があった場合には、厚生労働大臣の認可があった日
に、労災保険に係る保険関係が成立する。
また、労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される
労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければな
らない。� （整備法5条1項、2項）

4　適用労働者
労働基準法における使用者の災害補償と労災保険法の保険給付が基本的に
対応するものであることから、労災保険法の適用を受ける「労働者」とは、
原則として、労働基準法 9条に定めるところの「労働者」と同義である。
すなわち、労災保険法の適用労働者は、原則として、「労災保険の適用事業
に使用される者で、賃金を支払われる者（使用従属関係にある者）」である。
� R元   

1　労働者性の判断
⑴　「適用労働者」にならない者
①　請負・委任・共同経営者
請負により仕事をしている者、委任を受けて仕事をしている者、共
同経営者は、一般に使用従属関係にないので、適用労働者とならな
い。ただし、請負、委任等と称していても、事実上、使用従属関係に
ある者は、適用労働者となる。
②　自営業者
自営業者は、適用労働者とならない。ただし、一定の業種、規模の
自営業者は、「特別加入」の制度により、労災保険の適用を受けるこ
とができる。
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＜第 1章 目的等及び適用＞

③　同居の親族� （昭和54.4.2基発153号）

事業主と居住及び生計を一にする親族（ 6親等内の血族、配偶者
及び 3親等内の姻族）は、原則として、適用労働者とならない。た
だし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用す
る事業において現場作業等に従事し、かつ、次のⓐ及びⓑを満たす者
については、適用労働者として取り扱う。
ⓐ�　業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確で
あること。
ⓑ�　就労の実態が、その事業場における他の労働者と同様であり、賃
金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時
刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算及び支払の方法等に
ついて、就業規則等の定めにより、その管理が他の労働者と同様に
なされていること。

④　法人の役員
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者のように、事業主
体との関係において使用従属関係に立たないものは、適用労働者とな
らない。ただし、法人の取締役、理事、無限責任社員の地位にある者
であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認
められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役等の指
揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者
（例：工場長や部長などを兼務する役員）は、適用労働者として取り
扱う。� （昭和34.1.26基発48号、平成11.3.31基発168号）

⑤　現地採用の労働者
日本企業の海外支店等で、現地採用された日本人職員は、適用労働
者とならない。� （昭和52.3.30基発192号）

⑵　「適用労働者」になる者
①　短時間労働者・期間雇用者等
アルバイト、パート、日々雇い入れられる者等、身分が不安定な者
であっても、適用事業に使用され、賃金を支払われる者は、適用労働
者となる。
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②　外国人労働者
外国人労働者は、たとえ出入国管理及び難民認定法による在留資格
ないしは就労資格を有しない不法就労者であっても、適用事業に使用
され、賃金を支払われる者は、適用労働者となる。
③　派遣労働者
労働者派遣法による労働者派遣事業において派遣された労働者は、
派遣元事業主の事業に係る保険関係により、適用労働者となる。

� （昭和61.6.30基発383号）

④　在籍型出向労働者
在籍型出向労働者の労災保険に係る保険関係が出向元事業と出向先
事業のいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業
主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業にお
ける出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所
在を判断して、決定される。 � （昭和35.11.2基発932号）

⑤　芸能タレント� （昭和63.7.30基収355号）

芸能プロダクション等のタレント・子役については、一般に労働契
約関係があるもの（適用労働者である）と考えられる。ただし、その
人気の程度、就業の実態、収入の形態等からみて、次のⓐ〜ⓓのいず
れにも該当する場合には、労働契約関係にはなく、適用労働者となら
ない。
ⓐ‌�　歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気
等当人の個性が重要な要素となっていること
ⓑ　報酬が稼働時間に応じて定められるものではないこと
ⓒ‌�　リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約され
ることはあっても、芸能プロダクション等との関係では時間的に拘
束されることはないこと
ⓓ　契約形態が雇用契約ではないこと
⑥　 2以上の事業に使用される者

2以上の事業に使用される者は、それぞれの事業において、適用
労働者となる。
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＜第 1章 目的等及び適用＞

2　複数事業労働者
「複数事業労働者」とは、事業主が同一人でない 2以上の事業に使用さ
れる労働者をいい、これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含
む。� （法7条1項2号）

　複数事業労働者は、複数業務要因災害に関する保険給付の対象となるほか、後述す
る給付基礎日額の算定について特別の規定が設けられている。

⑴　事業主が同一人でない 2以上の事業に使用される労働者
「 2以上の事業に使用される労働者」とは、同一の時期に 2以上の事
業に使用されている労働者をいう。したがって、例えば日々雇い入れら
れる者（ 1日の契約期間で雇い入れられ、その日限りでその労働契約
が終了する労働者）は、原則として複数事業労働者に該当しない。ただ
し、日々雇い入れられる者が他の事業場で常用労働者として労働契約
（期間の定めのない労働契約等）を締結している場合において、日々雇
い入れられる事業場にて災害が発生したような場合等には、複数事業労
働者に該当することとなる。� （令和2.8.21基発0821第2号）

⑵　これに類する者として厚生労働省令で定めるもの  R3

「これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」は、「負傷、疾
病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業
主が同一人でない 2以上の事業に同時に使用されていた

4 4 4 4 4

労働者」とさ
れており、一定の場合には、保険給付の対象となる疾病の発症時にいず
れか（又はすべて）の事業を退職している者も複数事業労働者に該当す
る（図表 1－ 1参照）。� （則5条）

　複数事業労働者は、基本的に被災（疾病の発症を含む。）したときに「事業主が同一
人でない 2以上の事業に使用される労働者」のことをいうが、脳・心臓疾患や精神障
害等の疾病等であって、原因又は要因（過重労働等）と発症の時期が必ずしも一致し
ない場合については、発症時にいずれか（又はすべて）の事業を退職している場合も
考えられる。そこで、発症時に退職している場合であっても、疾病等の原因又は要因
となる事由が生じた時点で 2以上の事業に同時に使用されていれば、複数事業労働者
に該当するものとされる。
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◉──図表 1− 1　複数事業労働者の例（イメージ）

・‌�在籍型出向労働者は、出向元事業及び出向先事業のいずれにおいても労働契約を締
結しているので、一般に複数事業労働者に該当する。
・‌�複数事業労働者は、事業主が同一人でない 2以上の事業に労働者

4 4 4

として使用される
（使用されていた）者であるから、一の事業に労働者として使用され、同時に労働者
以外
4 4

の者（特別加入者を除く。）として他の業務に従事しているような者は、複数事
業労働者に該当しない。

例：複数事業労働者に該当しない場合 

A事業場 

B事業場 

退職 退職

A事業場 

B事業場 

退職 退職

疾病の原因
又は要因

例：複数事業労働者に該当する場合

負
傷
事
故

疾
病
発
症

・事故発生により負傷（即負傷）したような場合、事故発生の時点で２以上
の事業に使用されていないときは、複数事業労働者に該当しない。 

・過重労働等により疾病を発症したような場合は、発症の時点で２以上の事
業に使用されていない（退職している）ときであっても、疾病の原因又は
要因（過重労働等）が生じた時点で２以上の事業に同時に使用されていた
ときは、複数事業労働者に該当する。 



第2章
業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害

出題傾向
　業務災害とは、労働安全衛生法で学習した労働災害のことであ
り、労働基準法の災害補償事由でもある。この業務災害であるか
否かについては、基本的に被災労働者等に立証責任があり、ま
た、第一義的にこれに該当するか否かを判断（認定）するのは、
行政庁である。近年では、業務災害の認定基準等の問題が目立つ
ほか、通勤の定義等も出題頻度が高いので、注意を要する。

過去10年間の出題状況（全347問）

32.0％（111問）

学習内容

　業務災害であるか否かは、「業務遂行性」と「業務起因性」という物差しを用
いて判断されますが、この章では、まず、これらを学習します。次いで業務上疾
病、複数業務要因災害や通勤の定義等を学習していきます。学習が各認定事例等
の単なる暗記にならないよう、その趣旨や考え方をみていきましょう。

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R 2 R 3 R 4 R 5 合計
9 /35 12/35 15/35 9 /35 5 /35 7 /33 0 /35 20/35 24/34 10/35 111/347

※法改正により成立しなくなった問題がある場合は、当該問題を除いた出題数としている。
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1　業務災害の認定
業務災害とは、労働基準法上の災害補償の事由となる災害であり、業務が
原因となって生じたいわゆる業務上の事由による災害のことである。例え
ば、労働者がその就業時間内に機械を操作しているときに災害が発生した場
合には、一般に、業務災害であると判断されるが、実際には、様々なケース
があり、業務上であるか否かを判断することが難しいものが少なくない。
そこで、業務と災害との間に相当因果関係がある場合を業務災害とし、そ
の判断基準として「業務遂行性」と「業務起因性」が示されている。
業務上の傷病と認められるためには、その傷病に業務起因性が成立しなけ
ればならないが、業務起因性が成立するためには、その第一次的な条件とし
て業務遂行性が認められなければならない。

1　業務遂行性と業務起因性
⑴　業務遂行性
業務遂行性とは、「労働者が労働関係のもとにあること」すなわち、

「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」をいう。
次の⑵の業務起因性が認められ、業務上の傷病であるとされるために
は、まず、「労働者が労働関係のもとにあること」＝「業務遂行性があ
ること」が必要である。
業務遂行性が認められる場合を大きく分類すると、次のようになる。

業務起因性 業務災害相当因果関係あり

第一次的な条件：業務遂行性

①�　事業主の支配下かつ管理下にあって、業務に従事している場合
（例）作業中、作業準備中、後片付け中、待機中等

②�　事業主の支配下かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合
（例）会社内で休憩中、用便中、事業主指定の交通機関で通勤中等�

③�　事業主の支配下にあるが、管理下を離れ、業務に従事している場合
（例）出張中、公用外出中、会議出席中、研修受講中等
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＜派遣労働者に係る業務遂行性＞
　派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間
の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業と
の間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂
行性があるものとして取り扱われる。�
　また、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元
事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められ
る。� （昭和61.6.30基発383号）

⑵　業務起因性
業務には、もともと災害発生の危険性が内在している。
業務起因性とは、「業務に内在している危険が現実化したと経験法則
上認められること」をいう。
これを換言すれば、「その業務に従事していなければ、災害が発生し
なかったであろうと認められ、その業務に従事していれば、そのような
災害の発生の可能性があるだろうと認められること」をいう。
例えば、次のような場合に、業務起因性が認められることになる。

〈テレワークの取扱い〉
　労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける
災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。ただし、私的行為等業務以
外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められない。

R元-4A

R元-4B

〇　業務起因性が認められる例
（例）・�労働者が作業中に使用していた機械、原材料、製品、又は職場の環境や、

設備の状態により災害が発生し、負傷した場合
　　・�労働者が有害な原材料を取り扱う業務に就いているときに中毒にかかり、

又はその業務特有の疾病にかかった場合
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　　 《具体的な認定事例》

①　作業中 業務災害は、その大部分が作業中に発生し、また、作業中
に発生した災害は、大部分が業務災害であるといえる。

②　作業の中断中
作業を中断して行う用便や飲水等の生理的に必要な行為は、
業務に付随する行為であり、一般に業務起因性が認められ
る。

③　‌�作業に伴う必要
又は合理的行為
中

担当業務行為ではないが、私的行為ともいえない行為をし
ている場合には、その業務を担当する労働者として合理的
な行為であるとき、又は担当業務の遂行上必要な行為であ
るときは、一般に業務起因性が認められる。

④　‌�作業に伴う準備
又は後始末行為
中

本来の業務ではないが、その前後における準備又は後始末
の行為は、業務に通常又は当然に付随する行為であり、一
般に業務起因性が認められる。 R4-4アイオ

⑤　緊急業務中
突発事故、天災地変等に伴い行われる同僚労働者の救護等
の緊急業務は、事業主の命令があるか否かにかかわらず、
当該事業の労働者として行われるべきものである限り、業
務起因性が認められる。

⑥　休憩時間中
休憩時間中は自由行動が許されているので、事業場施設の
欠陥又は管理に起因するものでないときは、一般に業務起
因性は認められない。 R4-4ウエ

⑦　‌�事業場施設の利
用中

事業場施設の利用中に生じた災害は、その施設の欠陥又は
管理に起因しているときは、一般に業務起因性が認められ
る。

⑧　出張中
出張中は、その過程の全般について事業主の支配下にある
といえるため、積極的な私的行為を行う等の特別の事情が
ない限り、業務遂行性が認められる。 R4-6AB

⑨　通勤途上

通勤は、業務に必然的に伴うものであるが、いまだ事業主
の支配下にあるとはいえないので、一般に業務遂行性は認
められない。
ただし、次の場合には、事業主の支配下にあることから、
一般に業務遂行性が認められる。
・突発事故のため、休日出勤する途上
・事業主が指定又は提供する交通機関の利用中

⑩　�天災地変による
災害

天災地変は、業務と無関係の現象であるため、それが業務
遂行中に発生しても、一般に業務起因性は認められない。
ただし、会社の施設環境や、作業の性質上、天災地変に際
して特に災害を被りやすい業務上の事情があり、天災地変
とその業務上の事情とが相まって発生した災害については、
一般に業務起因性が認められる。

（例）・台風による漁船乗組員の遭難　⇒　業務上
� （昭和24.9.5基発785号）
　　・�火山爆発によりロープウェイ工事中の労働者が噴石

を受けて負傷した場合　⇒　業務上
� （昭和33.8.4基収4633号）

参 考
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⑪　療養中

療養中は、業務遂行性は認められないが、業務上の傷病に
よる療養中の場合に、当初の業務上の傷病と、その療養中
の業務外の災害によって増悪した傷病との間に因果関係が
あるときは、一般に業務起因性が認められる。 R3-1A～E

⑫　�他人の故意に基
づく暴行による
負傷

業務に従事している場合に被った負傷であって、他人の故
意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨
恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務
に起因しないものを除き、一般に業務起因性が認められる。

⑬　�その他の事由に
よる災害

業務と無関係な災害は、一般に業務起因性が認められない。
ただし、事情によっては、業務起因性が認められることが
ある。

（例）・�十字路の角の事務所で就業中にダンプカーが飛び込
み負傷した場合　⇒　業務上

� （昭和35.12.22基収5828号）
　　・�休憩時間中キャッチボールをしているときに流れ弾

を受けた場合　⇒　業務外
� （昭和24.5.31基収1410号）

⑭　原因不明の災害

災害の原因が不明であっても、業務遂行性が推定される場
合には、一般に業務起因性が認められる。

（例）・漁業従事者の水死　⇒　業務上
� （昭和26.9.14基収4321号）
　　・�漁船とともに乗組員が行方不明となった場合　⇒　

業務上� （昭和36.2.2基収32号）

2　業務上疾病
⑴　業務上疾病の範囲
業務上疾病とは、業務と相当因果関係にある疾病をいい、厚生労働省
令（労働基準法施行規則別表第 1の 2）に規定されている。

� （労基則35条）

業務上の疾病については、事故による疾病（災害性の疾病）のほか、
長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病するものもあり、
個々の事例について被災労働者が業務起因性を立証することが困難な場
合が多い。
そこで、現在の医学的知見により業務との相当因果関係が確立したも
のについては、同別表第 1の 2に疾病名を具体的に列挙し、一定の業
務に就いた事実と列挙された疾病の発生があれば、業務起因性を推定す
るものとされている。また、具体的に疾病名が列挙されている疾病に該
当しなくても、同別表第11号に定める「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であれば、保険給付の対象となる。
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　労働基準法施行規則別表第 1 の 2 を簡単に図示すると、次のようになっている。

〈基礎疾患等との関係〉
・‌�業務上の疾病の認定については、素因等（基礎疾患・生活習慣等）の問題が関係す
ることがあるが、素因等が発病の原因として競合していても、業務が競合する原因
のうち相対的に有力な原因であるときは、相当因果関係が認められ、業務上疾病と
して取り扱われる。

〈再発の取扱い〉
・‌�業務上疾病の再発は、原因である業務上疾病の連続であって、独立した別個の疾病
ではないので、業務上疾病と認められる。� （昭和23.1.9基災発13号）

⑵　脳・心臓疾患（過労死等）
①　脳・心臓疾患の認定基準 � （令和3.9.14基発0914第1号）

近年、過労死として社会的関心の高い脳血管疾患及び心臓疾患につ
いては、労働基準法施行規則別表第 1の 2第 8号に次のように規定
されている。

＜労働基準法施行規則別表第 1の 2第 8号＞
長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪さ
せる業務による①脳出血、②くも膜下出血、③脳梗塞、④高血圧
性脳症、⑤心筋梗塞、⑥狭心症、⑦心停止（心臓性突然死を含
む。）、⑧重篤な心不全若しくは⑨大動脈解離又はこれらの疾病に
付随する疾病

上記の規定に該当する疾病であるか否かを迅速・適正に判断するた
め、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血
性心疾患等の認定基準」（本テキストにおいて「脳・心臓疾患の認定
基準」という。）が定められている。

参 考

別表第 1の 2 内容 例示疾病

第 1 号 災害性の疾病
（業務上の負傷に起因する疾病） なし

第 2 号

〜
第10号

職業性の疾病等 あり

第11号 その他業務に起因することの明らかな疾病 なし
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②　脳・心臓疾患の認定基準の概要
「脳・心臓疾患の認定基準」では、次のⓐ、ⓑ又はⓒの業務による
明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患（負傷に
起因するものを除く。）は、労働基準法施行規則別表第 1の 2第 8号
に該当する疾病として取り扱うとしている。
ⓐ‌�　長期間の過重業務（発症前おおむね 6か月間にわたる著しい

4 4 4

疲労の蓄積
4 4 4 4 4

をもたらす特に過重な業務）
ⓑ‌�　短期間の過重業務（発症前おおむね 1週間における特に過重
な業務）  R元-3B

ⓒ‌�　異常な出来事（発症直前から前日までの間の異常な出来事）
� R4-1D

このうちⓐの「長期間の過重業務」又はⓑの「短期間の過重業務」
に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業
環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的
負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合
的に判断される。

・�上記ⓐⓑの「特に過重な業務」とは、日常業務（通常の所定労働時間内の所定
業務内容）に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に
認められる業務をいう。

・‌�上記ⓒの「異常な出来事」とは、発症直前から前日までの間において、発生状
態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事をいい、例えば、極度の緊
張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態などを指す。

・‌�上記の「同種労働者」とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年
齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支
障なく遂行できるものを含む。

〈長期間の過重業務〉
　長期間の過重業務に係る業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の
観点から、次に掲げる負荷要因について十分な検討がなされる。
　なお、発症前おおむね 6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過
重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮することとなる。

参 考

R元-3A

R元-3C
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❶　労働時間の評価
　疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その
時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点と
した 1か月単位の連続した期間をみて、業務と発症との関連性について、次のよう
に判断できる。

労働時間の目安（時間外労働時間数※） 業務と発症との関連性
㋐ 発症前 1 ～ 6 か月平均で月45時間以内 弱い

㋑ 発症前 1 ～ 6 か月平均で月45時間超 時間外労働時間が長くなるほど業務
と発症との関連性が強まる

㋒
・発症前 1か月に月100時間超

強い
・発症前 2～ 6か月平均で月80時間超

※‌�時間外労働時間数とは、「 1 週間当たり40時間を超えて労働した時間数」であり、
休日労働の時間も含まれる。

❷　労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
　労働時間について、上記❶㋒の水準には至らないがこれに近い

4 4

時間外労働が認め
られる場合、そのような時間外労働に加えて、次の㋐～㋔に掲げる「労働時間以外
の負荷要因」において一定の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が
強いと評価できる。 R4-1A
㋐‌�　勤務時間の不規則性（拘束時間の長い業務、休日のない連続勤務、勤務間イン
ターバルが短い業務など）
㋑　事業場外における移動を伴う業務（出張の多い業務など）
㋒　心理的負荷を伴う業務  R4-1B
㋓　身体的負荷を伴う業務
㋔　作業環境

〈短期間の過重業務〉
　短期間の過重業務に係る業務の過重性の具体的な評価に当たっては、次に掲げる負
荷要因について十分な検討がなされる。
❶　労働時間
　次の㋐又は㋑に掲げる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できる。
� R4-1C

㋐　発症直前から前日までの間に特に
4 4

過度の長時間労働が認められる場合
㋑‌�　発症前おおむね 1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の
長時間労働が認められる場合等（手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を
除く。）

❷　労働時間以外の負荷要因
　労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、労働時間と「労
働時間以外の負荷要因」（上記〈長期間の過重業務〉の❷㋐～㋔参照）を総合的に考
慮して判断される。
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＜第 2章 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害＞

⑶　心理的負荷による精神障害（過労自殺等） 
①　精神障害認定基準� （令和5.9.1基発0901第2号）

過労死とともに社会問題となっている過労自殺とは、業務による心
理的負荷を原因として精神障害を発病し、その精神障害が原因で自殺
に至ることをいう。過労自殺等については、労働基準法施行規則別表
第 1の 2第 9号に次のように規定されている。

＜労働基準法施行規則別表第 1の 2第 9号＞
人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を
与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随
する疾病

上記の規定に該当する疾病であるか否かを迅速・適正に判断するた
め、「心理的負荷による精神障害の認定基準」（本テキストにおいて
「精神障害認定基準」という。）が定められている。
②　精神障害認定基準の概要
「精神障害認定基準」では、次のⓐ、ⓑ及びⓒのいずれの要件も満
たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第 1の 2第 9号に該当す
る疾病として取り扱うとしている。
ⓐ　対象疾病（一定の精神障害）を発病していること
ⓑ‌�　対象疾病の発病前おおむね 6か月の間に、業務による強い心
理的負荷が認められること
ⓒ‌�　業務以外の心理的負荷及び個体側要因（精神障害の既往歴等）
により対象疾病を発病したとは認められないこと

＜ストレス―脆弱性理論＞
　対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷（ストレス）と、
個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理
的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、脆
弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス―脆
弱性理論」に依拠している。

改

参 考
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③　認定要件の具体的判断
業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、対象疾病の発病
前おおむね 6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる
どのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであ
ったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程
度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として
「強」、「中」、「弱」の 3段階に区分する。　　　　
その結果、総合評価が「強」と判断される場合には、前記②ⓑの認
定要件（対象疾病の発病前おおむね 6か月の間に、業務による強い
心理的負荷が認められること）に該当することとなる。
なお、心理的負荷の強度を判断する際は、精神障害を発病した労働
者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかに
よって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者
（精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、
経験等が類似する者をいう。）が一般的にその出来事及び出来事後の
状況をどう受け止めるかという観点から評価する。
また、「発病前おおむね 6か月」については、ハラスメントやいじ
めのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来
事を一体のものとして評価することとなるので、発病の 6か月より
も前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね 6か月の期
間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象
とする。

＜出来事＞
　「業務による心理的負荷評価表（心理的負荷評価表）」では、出来事を「特別な出来
事」と「特別な出来事以外」に大きく区分している。
　このうち「特別な出来事」がある場合には、心理的負荷の総合評価は「強」となる。　
「特別な出来事」がない場合には、「特別な出来事以外」の具体的出来事を心理的負荷
評価表に当てはめて「強」、「中」、「弱」の評価を行う。

R3-4A～E



23

＜第 2章 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害＞

＜時間外労働時間数の評価＞
①‌�　極度の長時間労働（「特別な出来事」に該当する）がある場合は、心理的負荷の総
合評価は「強」とされる。

特別な出来事（極度の長時間労働）
発病直前の 1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期
間にこれと同程度の（例えば 3週間におおむね120時間以上の）時間外労働を
行った

②‌�　上記①の極度の長時間労働に該当しない場合、長時間労働を「具体的出来事」の
うち「 1か月に80時間以上の時間外労働を行った」に当てはめて、実際の時間外労
働時間数の多寡等により、原則として、おおむね次のように評価する。

具体的出来事 心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例

1 か月に80時間
以上の時間外労
働を行った

「弱」 1 か月におおむね80時間未満の時間外労働を行った
「中」 1 か月におおむね80時間以上の時間外労働を行った

「強」

・‌�発病直前の連続した 2か月間に、 1 月当たりおおむ
ね120時間以上の時間外労働を行った

・‌�発病直前の連続した 3か月間に、 1 月当たりおおむ
ね100時間以上の時間外労働を行った

※‌�「時間外労働時間数」については、休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労
働密度が特に低い場合を除くものであり、また、その業務内容が通常その程度の労
働時間を要するものである場合を想定したものである。

＜療養及び治ゆ＞
　心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全治
し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも治ゆ

（症状固定）の状態にある場合もある。例えば、精神障害の症状が現れなくなった
又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指
して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能
な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆの状態にあると考
えられる。なお、対象疾病がいったん治ゆした後において再びその治療が必要な
状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて前記の認定要件に基づき業
務起因性が認められるかを判断する。
＜自殺の取扱い＞
　業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神
障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を
思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、
業務起因性を認める。

参 考
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2　複数業務要因災害の認定 

1　複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、業務災害には該当しないものの、複数事業労働
者の 2以上の各事業における業務上の負荷を総合的に評価して、当該業
務と傷病等との間に因果関係が認められるものをいう（図表 2－ 1参
照）。

　業務災害は、個別事業主における災害補償の事由であり、その判断は、原則として
災害が発生した事業場ごとに行われる。したがって、一の事業場のみで就業している
場合であれば業務災害と判断されるような負荷であっても、それが複数の事業場にお
ける負荷を合わせたものである場合は、業務災害とならない。しかし、兼業・副業が
推奨され、多様な働き方をする者が増加する中で、これでは労働者の保護に欠くこと
になるため、複数の事業場の業務上の負荷を総合評価して業務と傷病等との間に因果
関係が認められる場合には、複数業務要因災害として保険給付を行うこととしている。

◉──図表 2− 1　複数業務要因災害（イメージ）

・‌�業務災害に該当するか否かを判断した上で、これに該当しない場合に、複数業務要
因災害に該当するか否かを判断する。
・‌�一の事業場の業務のみによって傷病等との間に一定の因果関係が認められる場合は、
複数業務要因災害ではなく、その一の事業場における業務災害となる。

複数業務要因災害に関する保険給付は、複数事業労働者のみ
が対象となる。

業務災害に
該当しない

Aの業務
との因果関係

A
事
業
場

災
害
発
生
（
複
数
事
業
労
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者
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傷
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等
）

複
数
業
務
要
因
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A
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B
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業
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を
総
合
評
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なし
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B
事
業
場

なし
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＜第 2章 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害＞

2　複数業務要因災害の認定
⑴　複数業務要因災害による負傷
複数業務要因災害による負傷は、例えば、業務が要因となって精神疾
患になり、かつ、その精神疾患により高所から飛び下りて負傷したとい
うような稀なケースに限定される。

　複数事業労働者が一の事業場における事故により直接負傷したような場合は、その
一の事業場における業務災害に該当し、複数業務要因災害とならない。

⑵　複数業務要因災害による疾病
「複数業務要因災害による疾病」は、厚生労働省令で定めるものに限
るとされており、厚生労働省令（労働者災害補償保険法施行規則18条
の 3の 6）において、「労働基準法施行規則別表第 1の 2第 8号及び第
9号に掲げる疾病その他 2以上の事業の業務を要因とすることの明ら
かな疾病」と規定されている。� （法20条の3,1項、則18条の3の6）

労基則別表第 1の 2第 8号の疾病とは、前記「12⑵脳・心臓疾患
（過労死等）（P.18）」に係る疾病であり、同別表第 9号の疾病とは、前
記「12⑶心理的負荷による精神障害（過労自殺等）（P.21）」に係る
疾病である。
①　複数事業労働者の脳・心臓疾患
複数事業労働者の脳・心臓疾患については、前記「脳・心臓疾患の
認定基準」の「業務」を「 2以上の事業の業務」と、また、「業務起
因性」を「 2以上の事業の業務起因性」と解し、当該認定基準に基
づいて、複数業務要因災害と認められるか否かを判断する。
なお、 2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短
期間の過重業務」に係る業務の過重性の判断に当たっては、異なる事
業における労働時間を通算して評価することとし、労働時間以外の負
荷要因については、異なる事業における負荷を合わせて評価する。

� R4-1E （令和3.9.14基発0914第1号）

　「異常な出来事」が認められる場合には、一の事業における業務災害に該当すると考
えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価することは
ない。� （令和3.9.14基発0914第1号）
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②　複数事業労働者の心理的負荷による精神障害
複数事業労働者の心理的負荷による精神障害については、前記「精
神障害認定基準」の「業務」を「 2以上の事業の業務」と、また、
「業務起因性」を「 2以上の事業の業務起因性」と解し、当該認定基
準に基づいて、複数業務要因災害と認められるか否かを判断する。
なお、 2以上の事業の業務による心理的負荷の強度の判断に当た
っては、心理的負荷を評価する際、異なる事業における労働時間、労
働日数は、それぞれ通算する。� （令和5.9.1基発0901第2号）

　 2以上の事業の業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、それぞれの事業
における職場の支援等の心理的負荷の緩和要因をはじめ、 2以上の事業で労働するこ
とによる個別の状況を十分勘案して、心理的負荷の強度を全体的

4 4 4

に評価する。
� （令和5.9.1基発0901第2号）
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3　通勤及び通勤災害の認定
通勤災害は、業務遂行中の災害ではないが、通勤は労働者が労務を提供す
るための不可欠な行為であり、業務と密接な関係にあることから、業務災害
に準じて保護する必要がある。そこで、通勤災害についても保険給付が行わ
れている。
保険給付を行うに際しては、「通勤」の定義を明確にし、この定義に則っ
た通勤行為の途上に発生した災害のみを通勤災害と認定している。

1　通勤の定義� （法7条2項）

通勤とは、労働者が、就業に関し、次の⑴から⑶に掲げる移動を、合理
的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く
ものとする。�
⑴　住居と就業の場所との間の往復
⑵�　厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
　…複数就業者の事業場間の移動
⑶�　上記⑴に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（厚生労働
省令で定める要件に該当するものに限る。）
　…単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
＜通勤のイメージ＞

R2

住居上記⑴ 就業の場所

就業の場所 就業の場所

住居

上記⑵

就業の場所上記⑶

赴任先住居 帰省先住居
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2　通勤の解釈� （平成28.12.28基発1228第1号）

⑴　就業関連性
「就業に関し」とは、移動行為が業務と密接な関連をもって行われる
ことを必要とすることをいう。
⑵　合理的な経路及び方法
「合理的な経路」とは、移動の場合に、一般に労働者が用いるものと
認められる経路をいい、定期券に表示され、あるいは、会社に届け出て
いるような、鉄道等の経路及びこれに代替することが考えられる経路が
該当する。また、経路は、手段と合わせて合理的なものであることを要
し、鉄道線路等を歩行する場合等は、合理的な経路とならない。
� R3-2A   R4-6DE

「合理的な方法」とは、移動の場合に、一般に労働者が用いるものと
認められる方法をいい、通常用いられる交通方法は、一般に合理的な方
法と認められる。
⑶　業務の性質を有するものを除く
「業務の性質を有するもの」とは、通勤に係る一定の要件を満たす移
動行為ではあるが、当該移動行為による災害が業務災害と解されるもの
をいう。この業務の性質を有するものを除いたものを通勤とする。

出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る
行為（自宅から次の目的地に赴く行為を含む。）については、当該立ち寄る行為が、出
張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と
同様、業務として取り扱う。�

R3-2E

〇　業務の性質を有するものの例
（例）・�突発的な事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを

受け、予定外に緊急出勤する場合
　　・事業主の提供する専用交通機関を利用する場合
　　・住居から直接出張先に向かう場合 
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3　通勤の対象となる移動
⑴　住居と就業の場所との間の往復（前記1⑴）

①　住居
「住居」とは、原則として、労働者が居住して日常生活の用に供し
ている家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところを指
す。� （平成28.12.28基発1228第1号）

・�労働者が、家族と住んでいる自宅が会社、工場等から非常に離れているため、
就業の必要性があって、家族の居住する自宅とは別に就業の場所の近くに単身
でアパート等を借りてそこから通勤しているような場合は、そのアパート等が
住居となる。

・�長時間の残業等の勤務上の事情や、交通ストライキ、台風等の不可抗力的な事
情により臨時にホテル等に宿泊するような場合は、やむを得ない事情で就業の
ために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と
認めて差し支えない。

・�転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身赴任で
生活する者などにとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所
との間の往復に反復・継続性（おおむね毎月 1 回以上の往復行為又は移動があ
ること）が認められるときは、住居と認めて差し支えない。 

� （平成18.3.31基労管発0331001号・基労補発0331003号、
� 平成28.12.28基発1228第1号）

②　就業の場所
「就業の場所」とは、労働者が業務を開始し、又は終了する場所を
いい、会議・研修などの会場や、会社の行う行事の会場なども就業の
場所となる。 R4-5D � （平成28.12.28基発1228第1号）

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指
揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労
働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に通勤とな
る。 � （昭和61.6.30基発383号）

住居 就業の場所

参 考

R元-4C
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⑵�　厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動（前記
1⑵）

複数就業者の事業場間の移動については、移動先の就業の場所で労働
するために行われる通勤とされており、事業場間の移動が通勤と認めら
れるには、移動先の事業場が労災保険法の適用を受ける就業の場所であ
ることが必要である（移動先の事業場の保険関係に基づき保険給付等が
行われる。）。
また、移動の起点となる就業の場所については、「厚生労働省令で定
める就業の場所（通勤災害保護制度の適用を受ける就業の場所）である
こと」が必要である。
＜厚生労働省令で定める就業の場所＞� （則6条）

①�　労災保険の適用事業及び労災保険に係る保険関係が成立している暫
定任意適用事業に係る就業の場所
②�　特別加入により労働者とみなされる者（通勤災害に関する保険給付
が行われない者を除く。）に係る就業の場所
③�　その他①、②に類する就業の場所（国家公務員災害補償法又は地方
公務員災害補償法等による通勤災害保護制度の対象となる就業の場
所）

他の就業の場所
移動先の事業場

厚生労働省令で定める
就業の場所　　　　　
移動の起点となる事業場

住居

通勤災害保護制度の
適用を受ける就業の場所

労災保険法の
適用を受ける就業の場所
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⑶�　住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）（前記1⑶）

単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、その移動につ
いて反復・継続性が認められ、厚生労働省令で定める要件に該当する場
合には、通勤とされる。
＜厚生労働省令で定める要件＞� （則7条）

転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復す
ることが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した
労働者であって、一定のやむを得ない事情により、当該転任の直前の住
居に居住している次に掲げる者と別居することとなったものにより行わ
れる移動であること。 
①�　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含む。以下同じ。）
②　子（労働者に配偶者がない

4 4 4 4 4 4

場合に限る。）
③�　父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介
護をしていたもの（労働者に配偶者及び子がない

4 4 4 4 4 4 4 4 4

場合に限る。）
�　「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に
より、 2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態をいう。
� （則7条1号イ）

上記の「やむを得ない事情」とは、具体的には次に掲げる事情等をいう。
・�配偶者が、要介護状態にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護す

ること
・�配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、

又は職業訓練を受けている同居の子（18歳に達する日以後の最初の 3 月31日ま
での間にある子に限る。）を養育すること

・配偶者が、引き続き就業すること
・�子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地

域において介護を受けなければならないこと

就業の場所

赴任先住居 帰省先住居

（転任先の住居）
反復・継続

（転任の直前の住居）

R2

参 考

R2
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・�子（18歳に達する日以後の最初の 3 月31日までの間にある子に限る。）が学校
等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を
受けていること

・�要介護状態にあり、かつ当該労働者が介護していた父母又は親族が、引き続き
当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければな
らないこと� （則7条）

・�住居間移動における帰省先住居から赴任先住居への移動が、実態等を踏まえ、業務
に就く当日又は前日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。た
だし、前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに
限り、就業との関連性が認められる。
・�住居間移動における赴任先住居から帰省先住居への移動が、実態等を踏まえて、業
務に従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支
えない。ただし、翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由が
あるときに限り、就業との関連性が認められる。
� （平成28.12.28基発1228第1号）

4　逸脱・中断
⑴　逸脱・中断の取扱い� （法7条3項）

労働者が、前記1⑴〜⑶の移動の経路を逸脱し、又は前記1⑴〜⑶
の移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の
移動は、通勤としない。 R3-2BC   R4-6C
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労
働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のも
のである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

　通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をする場合（ここで「逸脱」とは、就業
又は通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の
経路上において通勤と関係のない行為を行うことをいう）には、その後は就業に関す
る往復行為というよりも、むしろ逸脱又は中断の目的に関してする行為と考えられる
（就業関連性を失う）ので、原則としてその後は一切通勤と認められないこととなる。
　しかし、通勤の実態を考慮して、逸脱、中断が、日常生活上必要な行為をやむを得
ない事由により行うための最小限度のものである場合には、合理的な経路に服した後
（逸脱又は中断後の移動）は、通勤とすることとされている。ただし、この場合であっ
ても、逸脱又は中断の「間」は、通勤とならない。

R3-2D
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①　原則
逸脱・中断中及びその後の移動は、通勤とされない。

②‌�　例外（逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由
により行うための最小限度のものである場合）
逸脱・中断中は通勤とされないが、その後の移動は通勤とされる。

　　 
「最小限度のもの」とは、逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必
要とする最小限度の時間、距離等をいう。

⑵　日常生活上必要な行為� （則8条）

前記⑴の「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるも
の」は、次のとおりである。
①　日用品の購入その他これに準ずる行為
②�　職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業
訓練（職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。）、学
校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ず
る教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為�

住居 就業の場所

中断

逸脱

住居 就業の場所

逸脱

中断

日常生活上必要な行為

参 考
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③　選挙権の行使その他これに準ずる行為
④�　病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに
準ずる行為 �
⑤�　要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並
びに配偶者の父母の介護（継続的に又は反復して行われるものに限
る。）
�　‌「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に
より、 2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態をいう。

� （則7条1号イ）

　　 
〈ささいな行為〉
　通勤の経路上の店で雑誌等を購入する、通勤途上で喉の渇きを癒すためごく短
時間お茶を飲むなど、通常通勤の途中で行うささいな行為は、逸脱・中断に含ま
れず、そのささいな行為の間についても、通勤とされる。
� （平成28.12.28基発1228第1号）

5　通勤災害の認定
⑴　通勤災害
「通勤災害」とは、労災保険法 7条 1項 3号により「労働者の通勤に
よる負傷、疾病、障害又は死亡」と定義されている。この中の「通勤に
よる」とは、通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う
危険が具体化したことをいうのであり、これは、業務災害の場合のいわ
ゆる業務起因性に相当する考え方である。

� （法7条1項3号、平成28.12.28基発1228第1号）

⑵　通勤による疾病
「通勤による疾病」は、厚生労働省令で定めるものに限るとされてお
り、厚生労働省令（労働者災害補償保険法施行規則18条の 4）におい
て、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明ら
かな疾病」と規定されている。� （法22条1項、則18条の4）

参 考

住居 就業の場所
ささいな行為
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＜第 2章 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害＞

　厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いス
トレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、年 1回、「過労死等の労災補
償状況」として取りまとめています。令和 4年度「過労死等の労災補償状況」によれ
ば、令和 4年度の脳・心臓疾患の支給決定件数は194件、精神障害の支給決定件数は
710件に上っています。
　これらの過労死をゼロにすることを目的として、平成26年11月に「過労死等防止
対策推進法」が施行され、同法に基づく国の事業として、中学校や高等学校等の生徒
等に対して、労働問題や労働条件の改善等について理解を深めてもらえるよう、過労
死遺族の講演等を内容とする授業が行われています。以下に、平成30年版過労死等
防止対策白書（P194）に掲載されている過労死の遺族の体験記を抜粋いたします。

　平成18（2006）年教壇に立つ私の携帯が鳴った。息子が高熱を出し、救急車
を呼んでくれた神奈川の会社の寮の管理人さんの連絡を待っていた。授業を中断
し、急きょ新神戸へ。
　列車が滑り込んで来た時、医師から携帯へ、「心肺蘇生を打ち切ってよいか」。
私は訳が分からず、「止めないで！息子を助けて！」と叫んだ。看病どころか、
息子の命は風前の灯火。母は何もしてやれない。
　夕方逢えた息子はすでに冷たく、横たわるだけ、何も応えない。懸命に生きた一
人の青年の命が尽きた。母一人子一人、幸せな我が家の終焉。私の人生も終わった。
　大手電子機器メーカーIT関連子会社に、SEとして赴任した息子は世界に繋が
る仕事がしたいと希望に燃えていた。技術があった為に、即戦力として働かさ
れ、長時間過重労働で鬱状態となった。異常な仕様変更にも変わらぬ納期、37時
間連続勤務、終電後は作業所の自席に顔を突っ伏して仮眠、二酸化炭素は基準値
の約２倍、職場の多くがうつの経験者等、これが先進国の職場だろうか。まるで
女工哀史。息子はうつが完治せず、治療薬を過量服用して27歳の生涯を閉じた。
　
自死か事故死か不明だが、ブログに多くの苦しみの言葉を遺した。「日本人っ
て何でこんなに働くのでしょうかね。うつの原因は確実にお仕事です。このまま
生きていくことは死ぬより辛い。普通に働いて普通に生活したいものです」。
　多くの若き人々が、同じ思いを遺して亡くなっている。自身の生への無念と、
家族らを残していくことへの無念を遺して。若き人々がこんなにも過労死する国
でいいのだろうか。

coffee  break



白



第3章
給付基礎日額

出題傾向
　給付基礎日額については、ここ10年をみると、本試験での出
題はほとんどない。ただし、平成15年、平成19年、平成21年に
大問で出題されているほか、平成25年に選択式で出題されてい
る。令和 2年の複数事業労働者に関する改正に伴い、給付基礎
日額についても改正が行われ、令和 5年に大問で出題されたの
で、今後も注意しておこう。

過去10年間の出題状況（全347問）

1.7％（ 6問）

学習内容

　保険給付のうち、現金で支払われる給付の額の基礎となるものが「給付基礎日
額」です。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金相当額ですが、労
災保険独自のスライド改定の仕組みや、労働基準法にはない年齢階層別の最低・
最高限度額の仕組みがあります。この章では、給付基礎日額とこれらの仕組みを
中心に学習します。

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R 2 R 3 R 4 R 5 合計
0 /35 1 /35 0 /35 0 /35 0 /35 0 /33 0 /35 0 /35 0 /34 5 /35 6 /347

※法改正により成立しなくなった問題がある場合は、当該問題を除いた出題数としている。
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1　給付基礎日額
労災保険制度では、労働者が業務災害等により負傷し、又は疾病にかか
り、稼得能力を失ったときは、その治療を行うとともに、稼得能力の損失の
補てんを現金支給で行っている。保険給付には、このように治療行為等の
「現物給付」と現金支給で行う「現金給付」とがある。
現金給付については、稼得能力の損失補てんを目的としているため、傷病
の直前の賃金額を基準としてその額を計算することとされている。この基準
となるものが、給付基礎日額である。
給付基礎日額は、原則として平均賃金相当額とされるが、複数事業労働者
については、 2以上の事業についてそれぞれ算定した給付基礎日額相当額
を合算した額とされている。

1　給付基礎日額（複数事業労働者以外）
⑴　原則
「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とす
る。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負
傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の
発生が確定した日（以下「算定事由発生日」という。）とする。」
� （法8条1項）

給付基礎日額は平均賃金相当額とされており、算定方法は労働基準法
の平均賃金と基本的に同じである。
�

　給付基礎日額（平均賃金相当額）の算定に当たっては、平均賃金の算定に係る「算
定期間中の日数及び賃金の取扱い（労基法12条 3項〜 5項）」「平均賃金の最低保障額
（同条 1項ただし書）」の規定等※がそのまま用いられる（平均賃金の算定方法と同じで
ある。）。
� ※労働基準法基本テキスト P.57〜61参照

＜給付基礎日額の算定方法（原則）＞� （労基法12条）

給付基礎日額
＝

算定事由発生日以前 3箇月間に支払われた賃金の総額
（平均賃金相当額） 上記 3 箇月間の総日数（総暦日数）
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〈離職後に業務上の遅発性疾病等にかかった場合の平均賃金〉
　業務上の遅発性疾病等（過重労働による脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害
など）の診断確定日（算定事由発生日）に、当該疾病に係る事業場を離職している場
合には、その疾病に係る最後の事業場の離職日（賃金の締切日がある場合は直前の賃
金締切日）以前 3か月間に支払われた賃金を基礎として、平均賃金を算定する（給付
基礎日額の算定も同様）。� （昭和53.2.2基発57号）

⑵　特例
「労働基準法第12条の規定による平均賃金相当額を給付基礎日額とす
ることが適当でないと認められるときは、前記⑴の原則の規定にかかわ
らず、厚生労働省令で定めるところによって、政府（所轄労働基準監督
署長）が算定する額を給付基礎日額とする。」� （法8条2項、則9条1項）

　平均賃金相当額をそのまま給付基礎日額として用いることが、労働者の業務災害等
に対する保護という保険給付の趣旨、内容等からして適当でないと認められるときは、
給付基礎日額の算定について特例が設けられている。
　具体的には、次の①〜③に掲げる場合には、それぞれの方法により算定した額が、
給付基礎日額とされる。
①　私傷病の療養のため休業する期間がある場合� （則9条1項1号）
　平均賃金の算定期間中に、業務外の事由による負傷又は疾病（以下「私傷病」とい
う。）の療養のため休業した期間がある場合には、算定された平均賃金相当額が、健常
時の賃金水準により算定した額に比べ低額となることがある。
　そこで、算定期間中に「私傷病の療養のために休業した期間」がある場合であって、
次のⓐの原則の額がⓑの特例の額に満たないときは、ⓑの特例の額が給付基礎日額と
される（つまり、次のⓐ又はⓑのいずれか高い方の額が、給付基礎日額となる。）。
　ⓐ�　前記⑴の原則の規定により算定した平均賃金相当額
　ⓑ�　私傷病の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金
の算定期間及び賃金の総額から控除して算定した場合における平均賃金相当額

　なお、算定期間中に「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場
合においても、上記①と同様の取扱いとなる。
� （則9条1項4号、昭和52.3.30基発192号）
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②　じん肺患者の給付基礎日額� （則9条1項2号）
　じん肺にかかった労働者が、その症状の悪化を防ぐため粉じん作業以外の作業に転
換した後にじん肺の発生が確定した場合には、作業転換後の賃金が、粉じん作業に従
事していた当時の賃金と比べて低下し、平均賃金相当額が低額となることがある。
　そこで、じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者につい
ては、次のⓐの原則の額がⓑの特例の額に満たないときは、ⓑの特例の額が給付基礎
日額とされる（つまり、次のⓐ又はⓑのいずれか高い方の額が、給付基礎日額とな
る。）。
　ⓐ　前記⑴の原則の規定により算定した平均賃金相当額
　ⓑ��　粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみな
して算定することとした場合における平均賃金相当額

　

　なお、「振動障害にかかった労働者」についても、上記②と同様の取扱いとなる。
� （則9条1項4号、昭和57.4.1基発219号）
③　通年雇用の船員の給付基礎日額� （則9条1項3号）
　船員の賃金については、乗船中と下船時で大きく変動する実態にある。
　そこで、 1年を通じて船員法 1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者
（通年雇用される船員）の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組
むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合
には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平
均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算
定する額が、給付基礎日額とされる。
　具体的には、通年雇用される船員について、次のⓐ又はⓑに掲げる場合には、労働
基準法の平均賃金の算定方式により、算定事由発生日以前 1年間について算定するこ
ととした場合における平均賃金相当額が、給付基礎日額となる。
　ⓐ　基本となるべき固定給が、乗船中と下船時で変動する場合
　ⓑ‌�　基本となるべき固定給は乗下船にかかわらず一定であるが、乗船により変動す
る諸手当を受ける場合� （平成21.12.28基発1228第2号）

ⓐの平均賃金相当額

３箇月間

粉 じ ん 作 業
 

粉 じ ん 作 業以 外 

▲
作業転換日

（算定事由発生日
とみなされた日）

▲
疾病発生確定日

（算定事由発生日）

３箇月間

いずれか高い方

ⓑの平均賃金相当額
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2　複数事業労働者の給付基礎日額 
複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の 2以上の事業の業
務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又
は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定め
る者（葬祭を行う者）に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額
は、前記1⑴⑵に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事
業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、
厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。
� （法8条3項、則9条の2）

具体的には、複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監
督署長が行うものとされ、その額は、原則として「複数事業労働者を使用
する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額」である
（下記イメージ図参照）。� （則9条の2の2）
　

　給付基礎日額は、災害の発生した事業場から支払われた賃金を基に算定した平均賃
金により決定されるのが原則であるが、この原則を貫くと、 2以上の事業場で賃金の
支払いを受けている複数事業労働者については、労災保険給付の額が 1つの事業場に
おける賃金に見合う部分に限定されることとなってしまい、稼得能力を十分に塡補す
ることができない。そこで、複数事業労働者の給付基礎日額については、災害が発生
した事業場のほか、他の事業場から支払われた賃金額も合算して算定することとして
いる〔使用されるすべての事業場の賃金額（給付基礎日額相当額）を合算して算定す
る。〕。

給付基礎日額相当額
（3,000円）

給付基礎日額
（10,000円）

給付基礎日額相当額
（7,000円）

※ 災害の発生していない事業場の分も合算する。

業務災害

合算

A
事
業
場

B
事
業
場

複
数
事
業
労
働
者
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〈平均賃金の最低保障額の適用等〉
　複数事業労働者の給付基礎日額の算定に当たっては、原則として、個々の事業場に
ついて「平均賃金の最低保障額（労基法12条 1項ただし書）」の規定を適用せずに平
均賃金相当額を求めた上で、これらを合算する。
　これは、複数事業労働者の場合、個々の事業場の平均賃金相当額について「平均賃
金の最低保障額」の規定等を用いて給付基礎日額（合算額）を算定すると、不合理な
結果（高額）となるからである。� （令和2.8.21基発0821第2号）

複数事業労働者の給付基礎日額は、業務災害、複数業務要因
災害及び通勤災害のいずれの場合においても、複数事業労働
者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額相当額を合算
した額である。

3　自動変更対象額（最低保障額）
⑴　自動変更対象額
前記1、2により算定した額が、4,020円に満たない場合には、
4,020円を給付基礎日額とする。
この給付基礎日額の最低保障額である4,020円を、自動変更対象額と
いい、平均給与額の変動により自動的に変更されることになっている。

� （則9条1項5号、令和5.7.28厚労告242号）

　複数事業労働者の給付基礎日額については、個々の事業ごとに算定した給付基礎日
額相当額には自動変更対象額は適用されず、これらを合算した額（給付基礎日額）に
自動変更対象額が適用される。� （則9条の2の2）

⑵　自動変更対象額の変更
厚生労働大臣は、年度（ 4月 1日から翌年 3月31日までをいう。）の
平均給与額（毎月勤労統計の「労働者 1人当たりの毎月きまって支給
する給与の額」を基に算定した額。以下同じ。）が、直近の自動変更対
象額の変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至っ
た場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年
度の 8月 1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
� （則9条2項）
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・�自動変更対象額に 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 5円以上10
円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。�（則9条3項）

・�厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の 7 月
31日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。�（則9条4項）

4　給付基礎日額の端数処理
給付基礎日額に 1円未満の端数があるときは、これを 1円に切り上げ
るものとする。� （法8条の5）

2　スライド
現金給付による保険給付が長期にわたって行われる場合には、その間の賃
金水準の変動等により、給付額の実質的価値が低下することがあり、保険給
付の目的である稼得能力の損失補てんが充分でなくなる場合がある。そこ
で、給付基礎日額を賃金水準に合わせてスライドすることとしている。
休業（補償）等給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額を「休業給付基
礎日額」、年金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額を「年金
給付基礎日額」、一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額
を「一時金の給付基礎日額」といい、それぞれの給付基礎日額について、ス
ライド制が規定されている。

� ＊保険給付の種類については第 4 章で学習する

　複数事業労働者の給付基礎日額については、個々の事業ごとに算定した給付基礎日
額相当額ではなく、これらを合算した額（給付基礎日額）にスライド制が適用される。

参 考

休業給付基礎日額のスライド
スライド 年金給付基礎日額のスライド

一時金の給付基礎日額のスライド
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1　休業給付基礎日額のスライド
⑴　スライド改定の要件
休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額（毎月勤労統計の「労
働者 1人当たりの毎月きまって支給する給与の額」を基に算定した額。
以下同じ。）が、算定事由発生日の属する四半期（スライド改定が既に
行われている場合には、改定後の額を休業（補償）等給付の算定の基礎
として用いるべき最初の四半期の前々四半期）の平均給与額の100分の
110を超え、又は100分の90を下るに至った場合（つまり、10％を超
えて変動した場合）に、スライド改定が行われる。� （法8条の2,1項）

�‌�「四半期」とは、 1年を 1月から 3月まで、 4月から 6月まで、 7月か
ら 9月まで及び10月から12月までの 3箇月ごとに区分した各期間をい
う。

⑵　改定時期とスライド率
法 8条（前記112）の規定による給付基礎日額に、上記⑴におけ
る平均給与額の変動率を基準として厚生労働大臣が定める率（スライド
率）を乗じて得た額が改定後の休業給付基礎日額とされ、10％を超え
て変動した四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由
が生じた休業（補償）等給付から、適用される。

� （法8条の2,1項）

　既にスライド改定された額（改定日額）を休業給付基礎日額としている場合には、
当該改定日額にスライド率を乗じる。
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2　年金給付基礎日額のスライド
年金給付基礎日額のスライドは、休業給付基礎日額のスライドと異な
り、年度単位の平均給与額の変動率を基準として行われる。また、一定率
の上昇・下降を要件として改定されるのではなく、変動した比率に応じ
て、毎年度スライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されてい
る。� （法8条の3,1項）

⑴　算定事由発生日の属する年度の翌々年度の 7月以前
算定事由発生日の属する年度（ 4月 1日から翌年 3月31日までをい
う。）の翌々年度の 7月以前の分として支給する年金たる保険給付につ
いては、法 8条（前記112）の規定による給付基礎日額を年金給付
基礎日額とする（つまり、スライド改定は行われない。）。
� （法8条の3,1項1号）

◉──図表 3− 1　休業給付基礎日額のスライド制（例）

Ａ四半期
平均給与額
200,000円
 1 月 2 月

▲
算定事由発生日
の属する四半期

 3 月

Ｂ四半期
平均給与額
230,000円
 4 月 5 月 6 月

Ｃ四半期
平均給与額
240,000円
 7 月 8 月 9 月

Ｄ四半期
平均給与額
250,000円
10月

Ｂ四半期の翌々四半期
の初日（10/1）から改定

Ｅ四半期の翌々四半期
の初日（7/1）から改定

スライド率Ｘ スライド率Ｙ

11月 12月

Ｅ四半期
平均給与額
260,000円
 1 月 2 月 3 月

Ｆ四半期
平均給与額
270,000円
 4 月 5 月 6 月

Ｇ四半期
平均給与額
280,000円
 7 月 8 月 9 月

スライド率Ｘを算定 スライド率Ｙを算定
10％を超えて変動 10％を超えて変動

①　算定事由発生日の属する四半期（最初の改定の基準となる四半期）
　　算定事由発生日の属する四半期は、Ａ四半期なので、Ａ四半期が改定の基準となる。

②　最初の改定対象四半期
　　Ｂ四半期の平均給与額は、Ａ四半期の平均給与額と比べて10％を超えて変動しているの

で、改定の対象となる四半期は、Ｂ四半期の翌々四半期のＤ四半期となり、Ｄ四半期の
初日から、スライド率Ｘにより給付基礎日額が改定される。

③　次の改定の基準となる四半期
　　Ｄ四半期から改定が行われているので、改定の基準となる四半期は、Ｄ四半期の前々四
半期であるＢ四半期である。

④　Ｅ四半期の平均給与額は、Ｂ四半期の平均給与額と比べて10％を超えて変動しているの
で、改定の対象となる四半期は、Ｅ四半期の翌々四半期のＧ四半期となり、Ｇ四半期の
初日から、改定された給付基礎日額（改定日額）がスライド率Ｙにより改定される。
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⑵　算定事由発生日の属する年度の翌々年度の 8月以後
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の 8月以後の分として支給
する年金たる保険給付については、法 8条（前記112）の規定によ
る給付基礎日額に、当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度
の前年度（その月が 4月から 7月の場合は、前々年度）の平均給与額
（毎月勤労統計の「労働者 1人当たりの毎月きまって支給する給与の
額」を基に算定した額。以下同じ。）を算定事由発生日の属する年度の
平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率（スラ
イド率）を乗じて得た額を、年金給付基礎日額とする。
� （法8条の3,1項2号）

　年金給付基礎日額は、休業給付基礎日額と異なり、常に算定事由発生日の属する年
度と比較して、スライド率が決定される。

◉──図表 3− 2　年金給付基礎日額のスライド制

Ａ年度

平均給与額ａ
▲

算定事由発生日
の属する年度

 4 月  3 月
Ｂ年度

平均給与額ｂ
 4 月  3 月

Ｃ年度

平均給与額ｃ
 4 月  3 月

 8 月  7 月  8 月  7 月

Ｄ年度

平均給与額ｄ
 4 月  3 月  4 月

スライド率Ｘ
スライド率Ｙ

算定事由発生日の属する年度（Ａ年度）
の翌々年度（Ｃ年度）の７月までは、改
定されない

①　算定事由発生日の属する年度（Ａ年度）の翌々年度（Ｃ年度）の 7 月以前
　　給付基礎日額にスライド率は乗じられず、当該給付基礎日額を年金給付基礎日額とする。

②　算定事由発生日の属する年度（Ａ年度）の翌々年度（Ｃ年度）の 8 月以後
　　・Ｃ年度の 8 月からＤ年度の 7 月まで

①の額に、「平均給与額ｂ÷平均給与額ａ」を基準として厚生労働大臣が定める率（ス
ライド率Ｘ）を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

　　・Ｄ年度の 8 月からＥ年度の 7 月まで
①の額に、「平均給与額ｃ÷平均給与額ａ」を基準として厚生労働大臣が定める率（ス
ライド率Ｙ）を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

スライド率Ｘを算定

スライド率Ｙを算定

スライド率Ｚを算定
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3　一時金の給付基礎日額のスライド
算定事由発生日から一時金の支給事由が発生するまでに生じた賃金水準
の変動に、当該一時金の額を合致させる趣旨から、障害（補償）等一時
金、遺族（補償）等一時金等の一時金たる保険給付の額の算定の基礎とな
る給付基礎日額についても、年金給付基礎日額と同様のスライド制が適用
される。� （法8条の4）

�　一時金たる保険給付には、障害（補償）等一時金、遺族（補償）等一
時金、葬祭料等（葬祭給付）、障害（補償）等年金差額一時金、障害
（補償）等年金前払一時金、遺族（補償）等年金前払一時金がある。

3　年齢階層別の最低限度額及び最高限度額
保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、平均賃金が低額な
若年時に被災した労働者の保険給付の額が生涯にわたって低い額に据え置か
れたり、逆に、平均賃金が高額な壮年時に被災した労働者の保険給付の額が
老年に達してもなお高額のまま据え置かれたりすると、被災時の年齢による
不均衡が生ずる。
そこで、この不均衡を是正するため、給付基礎日額を年齢階層別に定めた
最低・最高限度額の範囲内に収めることとしている。具体的には、前記
112、2により算定された給付基礎日額が、年齢階層別の最低・最高限
度額の範囲内にあるときは、その額を給付基礎日額とし、年齢階層別の最低
限度額を下回るとき、又は年齢階層別の最高限度額を上回るときは、それぞ
れその限度額が給付基礎日額とされる。

　複数事業労働者の給付基礎日額については、個々の事業ごとに算定した給付基礎日
額相当額ではなく、これらを合算した額（給付基礎日額）に年齢階層別の最低・最高
限度額が適用される。

1　年齢階層別の最低・最高限度額
年齢階層別の最低・最高限度額は、厚生労働省において作成する賃金構
造基本統計の調査結果を基に、年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮
して定められる。
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＜年齢階層別の最低・最高限度額＞
①　最低限度額
　年齢階層別の最低限度額は、毎年、年齢階層（12階層）ごとに、当該年齢階層に属
するすべての労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、
その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている
賃金月額のうち最も高いもの（つまり、低いほうから 5％目の労働者が受けている賃
金月額）を基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めら
れる。
②　最高限度額
　年齢階層別の最高限度額は、毎年、年齢階層（12階層）ごとに、当該年齢階層に属
するすべての労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、20の階層に区分し、
その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する労
働者の受けている賃金月額のうち最も高いもの（つまり、高いほうから 5％目の労働
者が受けている賃金月額）を基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情
を考慮して定められる。
� （法8条の2,3項、4項、法8条の3,2項）

・‌�厚生労働大臣は、毎年、その年の 8 月から翌年の 7 月までの保険給付の額の算
定の基礎として用いる給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額を、
当該 8 月の属する年の 7 月31日までに告示するものとする。� （則9条の4,7項）

・‌�令和 5 年 8 月から令和 6 年 7 月までの年齢階層別の最低・最高限度額は、次の
とおりである。� （令和5.7.28厚労告241号）

参 考

年齢階層区分 最低限度額 最高限度額
①　20歳未満 5,213円 13,314円
②　20歳以上25歳未満 5,816円 13,314円
③　25歳以上30歳未満 6,319円 14,701円
④　30歳以上35歳未満 6,648円 17,451円
⑤　35歳以上40歳未満 7,011円 20,453円
⑥　40歳以上45歳未満 7,199円 21,762円
⑦　45歳以上50歳未満 7,362円 22,668円
⑧　50歳以上55歳未満 7,221円 24,679円
⑨　55歳以上60歳未満 6,909円 25,144円
⑩　60歳以上65歳未満 5,804円 21,111円
⑪　65歳以上70歳未満 4,020円 15,922円
⑫　70歳以上 4,020円 13,314円
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＜第 3章 給付基礎日額＞

⑴　休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額� （法8条の2,2項）

①　適用の時期
休業給付基礎日額については、療養を開始した日から起算して 1
年 6箇月を経過した日以後の日に支給すべき事由が生じた休業（補
償）等給付の額の算定の基礎となる休業給付基礎日額について、年齢
階層別の最低・最高限度額が適用される。
②　年齢の計算方法
休業（補償）等給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の
初日ごとの被災労働者の年齢によって、年齢階層別の最低・最高限度
額が適用される。

⑵　年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額� （法8条の3,2項）

①　適用の時期
年金給付基礎日額については、その年金たる保険給付の支給の当初
から、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。
②　年齢の計算方法
　ⓐ　傷病（補償）等年金及び障害（補償）等年金の場合

傷病（補償）等年金又は障害（補償）等年金を支給すべき月の属
する年度の 8月 1日（その月が 4月から 7月の場合は、前年度の
8月 1日。次のⓑにおいても同じ。）の被災労働者の年齢によっ
て、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。

　ⓑ　遺族（補償）等年金の場合
遺族（補償）等年金の支給事由に係る労働者の死亡がなかったも
のとして計算した場合の 8月 1日の当該労働者の年齢によって、
年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。

　遺族（補償）等年金に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、遺族（補償）等年金
の受給権者たる遺族の年齢によって、適用されるのではない。

・�スライドが行われる場合には、スライド改定後の給付基礎
日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。
・�一時金の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高限度
額は適用されない。
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＜給付基礎日額のスライド制及び年齢階層別の最低・最高限度額のまとめ＞

項目
スライド制 年齢階層別の最低・最高限度額

スライドの
基準

スライドの
要件

スライドの
時期 適用の時期 年齢の計算

休業給付
基礎日額

四半期の
平均給与額

10％を超
える変動が
あったとき

10 ％ を 超
える変動が
あった四半
期の翌々四
半期以降

療養開始日から起算
して 1年 6箇月を経
過した日以後

四半期の初日の年齢

年金給付
基礎日額

年度の
平均給与額

完全自動賃
金スライド
制

算定事由発
生日の属す
る 年 度 の
翌々年度の
8月から

支給開始の当初から

8月1日における年齢
※�遺族（補償）等年金

については、労働者
の死亡がなかったも
のとして計算した場
合における当該労働
者の年齢

一時金の
給付基礎
日額

適用なし
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